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青
森
県
告
示
第
三
百
九
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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成
十
六
年
四
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二
十
六
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森
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事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
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百
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号
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調
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昭
和
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六
年
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律
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百
八
十
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第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

十
六
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
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十
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年
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十
六
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発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

八
戸
市
湊
高
台
七
丁
目
一
六
の
八

大
西

一
孝

八
戸
市
大
字
大
久
保
字
坂
ノ
脇
一
五
の
八
河
村

吉
則

八
戸
第
一
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

以
上
二
十
ト
ン
未

満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
い
か
つ
り
漁

業

調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調

査

期

間

青

森

市

大
字
新
城
字
平
岡
の
一
部

弘

前

市

大
字
小
沢
字
鶴
子
沢
及
び
字
大
畑
沢

大
字
坂
元
字
前
沢
、
字
山
下
の
一
部
及
び
字
赤
沢

八

戸

市

大
字
湊
町
字
下
大
久
保
道
、
字
中
沢
巻
目
、
字
下
沢
巻

目
及
び
字
中
巻
目

黒

石

市

大
字
乙
徳
兵
衛
町
の
一
部

大
字
甲
大
工
町
の
一
部

大
字
乙
大
工
町
の
一
部

大
字
後
大
工
町

大
字
大
板
町

大
字
元
町
の
一
部

黒
石
の
一
部

西
ケ
丘
の
一
部

大
町
一
丁
目
の
一
部

大
町
二
丁
目
の
一
部

緑
町
一
丁
目
の
一
部

緑
町
二
丁
目
の
一
部

五
所
川
原
市

大
字
飯
詰
字
影
日
沢
の
一
部
及
び
字
石
田
の
一
部

平
成
十
六
年
四
月

二
十
六
日
か
ら
平

成
十
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

公

告

土
地
改
良
区
の
解
散

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
、
佐
井
村
土
地
改
良
区
は
、
平
成
十
六
年
四
月
十
九
日
解
散
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

西
田
２
期
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

土
地
改
良
総
合
整
備
事
業)
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
六
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

弘
前
市
役
所

岩
木
町
役
場

教

育

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
六
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

教
育
庁
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
賃
貸
借
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
教
育
政
策
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

富
士
通
株
式
会
社

神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
上
小
田
中
四
丁
目
一
の
一

六

契
約
金
額

四
千
九
百
八
十
二
万
三
千
二
百
九
十
二
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
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む

つ

市

大
湊
上
町
の
一
部

大
湊
浜
町
の
一
部


